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中国四国産業保安監督部四国支部

電気主任技術者免状の認定学校に対する

厳重注意及び再発防止対策について

中国四国産業保安監督部四国支部（以下「当支部」という）は、

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（以

下「省令」という）に基づく認定学校において、履修単位の変更

を未届けで実施し、その変更が省令に基づく認定基準に適合して

いないことを確認しました。このため、同校に対し厳重注意する

とともに再発防止を図るよう指示しました。

（経緯）

(1) 当支部は、平成２２年２月に実施した同校に対する立入調査において、

平成２１年３月に卒業した生徒の履修単位が省令に基づく認定基準に適合

していないことを確認しました。

(2) このため、当支部は同校に対し、原因を調査するとともに具体的な再発

防止対策の作成を指示していましたが、２月９日付けで報告書の提出があ

り、その内容は適切なものであると認められたため、厳重注意するととも

に再発防止対策の確実な実施を指示しました。
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